
 

総社市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

令和２年３月１９日 

 

総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市条例第８号 

 

総社市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例 

 

 総社市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成１７年総社市条例第２０９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下「移動条」という。）に対応する同表の改正後の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下「移動

後条」という。）が存在しない場合には，当該移動条（以下「削除条」という。）を削り，移動後条に対応する移動条が存在しない場合には，当該移動後条

（以下「追加条」という。）を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（削除条を除く。以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（追加条を除

く。以下「改正後部分」という。）が存在する場合には，当該改正部分を当該改正後部分に改め，改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には，当

該改正部分を削り，改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には，当該改正後部分を加える。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

（給与の種類） 

第２条 略 

２ 略 

３ 手当の種類は，管理職手当，扶養手当，地域手当，住居手当，通勤手当，

特殊勤務手当，時間外勤務手当，夜間勤務手当，休日勤務手当，宿日直手

当，管理職員特別勤務手当，期末手当，勤勉手当，災害派遣手当及び退職

手当とする。 

 

（地域手当） 

第５条 地域手当は，総社市職員給与条例（平成１７年総社市条例第４１号）

第１３条第１項に規定する地域に在勤する職員に支給する。 

 

（通勤手当） 

第７条 通勤手当は，次に掲げる職員に支給する。 

 

（給与の種類） 

第２条 略 

２ 略 

３ 手当の種類は，管理職手当，扶養手当，住居手当，通勤手当，特殊勤務

手当，時間外勤務手当，夜間勤務手当，休日勤務手当，宿日直手当，管理

職員特別勤務手当，期末手当，勤勉手当及び退職手当とする。 

 

 

 

第５条 削除 

 

 

（通勤手当） 

第７条 通勤手当は，次に掲げる職員に支給する。 



 

改 正 後 改 正 前 

(１) 通勤のため交通機関又は有料の道路（以下「交通機関等」という。）

を利用してその運賃又は料金（以下「運賃等」という。）を負担するこ

とを常例とする職員（交通機関等を利用しなければ通勤することが著し

く困難である職員以外の職員であって，交通機関等を利用しないで徒歩

により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満

であるもの並びに次号及び第３号に掲げる職員を除く。） 

(２) 通勤のため総社市職員給与条例第１５条第１項第２号に規定する自

動車等（以下「自動車等」という。）を使用することを常例とする職員

（自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以

外の職員であって，自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものと

した場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であるもの及び次号に

掲げる職員を除く。） 

(３) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し，かつ，自動車

等によることを常例とする職員（交通機関等を利用し，又は自動車等を

利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であ

って，交通機関等を利用せず，かつ，自動車等を使用しないで徒歩によ

り通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であ

るものを除く。） 

 

（勤勉手当） 

第１５条 略 

 （災害派遣手当） 

第１５条の２ 災害派遣手当は，災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３

号）第３２条第１項（武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に

関する法律（平成１６年法律第１１２号）第１５４条及び新型インフルエ

ンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）第４４条の規定により

準用される場合を含む。）又は大規模災害からの復興に関する法律（平成

２５年法律第５５号）第５６条第１項に規定する職員のうち，住所又は居

所を離れて本市の区域内に滞在することを要する者に対して支給する。 

 

 （支給額決定の基準） 

第２１条 職員の給与の額は，総社市職員給与条例及び総社市職員の退職手

当に関する条例（平成１７年総社市条例第４５号）にそれぞれ規定する職

(１) 通勤のため交通機関又は有料の道路（以下「交通機関等」という。）

を利用してその運賃又は料金（以下「運賃等」という。）を負担するこ

とを常例とする職員（次号又は第３号に掲げる職員を除く。） 

 

 

 

(２) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの又は徒歩

（交通機関等を利用してその運賃等を負担することを常例とする職員

が定期券を発行している場合における回数券等を利用するときを含

む。以下「自動車等」という。）によることを常例とする職員（次号に

掲げる職員を除く。） 

 

(３) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し，かつ，自動車

等によることを常例とする職員 

 

 

 

 

 

 （勤勉手当） 

第１５条 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （支給額決定の基準） 

第２１条 職員の給与の額は，総社市職員給与条例（平成１７年総社市条例

第４１号）及び総社市職員の退職手当に関する条例（平成１７年総社市条



 

改 正 後 改 正 前 

員の給与の額を基準とし，企業の経営状況その他の事情を考慮して定める

ものとする。 

 

 

 

（会計年度任用職員の給与） 

第２２条 企業職員で地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年

度任用職員の給与については，総社市会計年度任用職員の例による。 

 

例第４５号）にそれぞれ規定する職員の給与の額を基準とし，企業の経営

状況その他の事情を考慮して定めるものとする。 

（非常勤職員等の給与） 

第２２条 企業職員で非常勤のもの又は臨時的に雇用される者については，

職員の給与との権衡を考慮し，予算の範囲内で給与を支給する。 

 

 

 附 則 

この条例は，令和２年４月１日から施行する。 


